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2005年10月24日に，格付会社フィッチ・

レーティングスは，ドイツ協同組合銀行グ

ループに対し，グループ格付を初めて実施

した。通常，格付会社は一法人ごとに格付

を行うが，グループ格付とは，銀行グルー

プを１つの単位とみなし，グループの会員

銀行を同一の格付で評価するものである。
（注１）

ドイツ協同組合銀行グルー

プの場合には，グループの

相互援助制度である預金保

全機構に加盟する会員銀行，

すなわち単位組合である協

同組合銀行，協同組合中央

銀行（WGZ-BANK），全国金

庫（DZBANK），グループの

専門金融子会社が対象であ

る（第１図）。

欧州の協同組合金融機関

グループでは，オランダの

ラボバンク・グループ，フ

ィンランドのOPバンク・グ

ループ，フランスのクレデ

ィアグリコル・グループなどに，格付会社

はグループ全体で１つの格付を行ってい

る。またドイツでは，ヘッセン州とチュー

リンゲン州の貯蓄金庫と州立銀行のグルー

プであるＳグループ（S-Verbund）に対し

てもフィッチはグループ格付を行った。

このうちラボバンク・グループは，相互

援助制度として，中央機関であるラボバン

ク・ネーデルランドと地方金庫および専門

金融子会社が相互に保証するクロスギャラ

資料　ＢＶＲ, ＤＺＢＡＮＫ資料から筆者作成 
（注）１　２００４年時点。 

２　グループ内の専門金融子会社のうち預金保全機構の会員は預金取扱金融
機関のみ。　 
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第1図　協同組合銀行グループ（ドイツ）の組織と相互援助制度 
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銀行グループの全国中央会であるBVRがグ

ループを代表して格付会社に依頼し，その

結果実施された。
（注２）

なぜ，ドイツ協同組合銀

行グループはグループ全体を１つの経済単

位とみなすグループ格付を希望したのか。

また格付会社は，なぜラボバンク・グルー

プに比べ，破たん銀行の支援が制度として

限定されたものである協同組合銀行グルー

プにグループ格付を実施したのか。
（注１）Fitch Ratings（2004）
（注２）BVRホームページ“Verbundrating”
http://www.bvr.de/による。

（１） 目的

協同組合銀行グループがグループ格付を

取得する主要な目的は，各協同組合銀行の

競争力を強化することである。顧客が銀行

を選択する時の情報として格付が重

視されるようになっているため，そ

の取得が協同組合銀行にとっても必

要なものとなっており，グループ全

体で格付を取得することで，小さな

協同組合銀行も格付を取得すること

ができる。リテール分野における協

同組合銀行の強力な競争相手である

貯蓄金庫のなかに，Ｓグループのよ

うに州立銀行との一体性を強めてグ

ループ格付を取得しているものがで

てきていることも多分に意識されて

いる。さらに，グループ全体のイメ

ージの向上や，長期的には協同組合

ンティ・システム（地方金庫同士の保証と

ラボバンク相互保険会社を通じた保険契約に

よるグループ全体の保証の２段階）を有し，

その保証は法的制度の裏付けを持つ。また

グループは連結している。ラボバンク・ネ

ーデルランドが唯一の銀行免許を持ち，銀

行監督上の単位もグループである（第２

図）。

一方，ドイツの協同組合銀行グループは，

相互援助制度として預金保全機構を有して

いるが，それに法的制度の裏付けはない。

また，会員各行が銀行免許を持ち，個別に

銀行の検査・監督を受けるなど，ラボバン

ク・グループに比べ，グループとしての一

体性は弱い。また各単協の自律性は強く地

方分権的であり，そうであり続けることを

重視している。

今回のグループ格付は，ドイツ協同組合

資料　RABOBANK資料から筆者作成 
（注）１　２００４年時点。 

２　専門金融子会社のうちラボバンク相互保険会社会員は３行のみ。 
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第2図　ラボバンク・グループ（オランダ）の組織 
と相互援助制度　  　　　　　 
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１　グループ格付取得の

目的と対応



銀行が市場で資金調達する場合への対応も

グループ格付取得のメリットである。

04年にBVRが中心となり，グループ内

ですでに単独で格付を取得している

DZBANK，WGZ-BANK，住宅貯蓄金庫

などを集めて研究グループを作り，格付に

対するノウハウをBVRが得るとともに，グ

ループ格付についての検討を行ってきた。
（注３）

（注３）2005年10月のBVR，DZBANKヒヤリング
による。

（２） グループ格付の条件

Fitch Ratings（2004a）によれば，グル

ープの相互援助制度が法的拘束力をもたな

い場合には，グループ格付には，以下のよ

うな条件の整備が必要とされる。①監査済

みの連結決算の公表，②共通の戦略と共同

のマーケティング活動，③統一的なリスク

管理システム，④財政的な困難に直面した

会員銀行に対する支援のための相互援助制

度，⑤監督当局によるグループとしての取

扱いなど。

ドイツの協同組合銀行グループでは，最

近数年間，様々な点からグループの一体化

を進めてきた。

a 連結決算の実施

BVRはグループの連結決算を，03年分

以降，協同組合銀行を親会社とみなして作

成，公表している。04年分については外部

監査法人が連結決算についての監査を実施

した。04年における協同組合銀行グループ

の資産総額は8,487億ユーロ，当期利益は

21億ユーロである。
（注４）
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b 統一戦略の策定と実行

BVRは01年の会員総会で，「諸力の結集

――共通の戦略」という協同組合銀行グル

ープの全体戦略を決定した。この戦略には，

グループ全体としての IT戦略や統一商品

の開発など，グループとしての一体性を高

める内容が含まれていることが特徴であ

る。

さらに，統一戦略を作るだけでなくその

実行のために，グループ戦略の拠点として

BVRに専門委員会（Fachrä te ファッハラ

ーテ）が設置された。これは，マーケット，

商品，決済，IT，コントロール，人事の６

部門からなり，BVRの職員とともに協同組

合銀行グループ内の専門家が集められ，各

部門にそれぞれワーキンググループ，小委

員会などを組織して，統一戦略を実行する

ための企画，開発を行っている。たとえば，

後述のVRコントロールという銀行全体の

管理システムの開発はこのファッハラーテ

のコントロール部門が行った｡

c 統一的なリスク管理

統一的なリスク管理のツールとしては，

BVRが開発したVRコントロールがあり，

これは，協同組合銀行ごとの銀行業務全体

の管理システムである。システムには顧客

ごとの収益管理，信用リスクや市場リスク

などのリスク管理，生産性，損益管理，計

画策定・予実差異分析などのさまざまなモ

ジュールが含まれる。99年から02年にかけ

て基本となるシステムが開発され，03年か

ら利用が開始された。現在約1,300の単協



のほとんどがこのシステムをインストール

し，利用している。
（注５）

VRコントロールには，BVRで開発した

与信先の格付システム（BVRⅡ）も含まれ

ており，これを利用して全国の単協で同じ

ルールによる与信先格付を行うことができ

る。すでに，中小・中堅企業についての格

付システムが開発されてVRコントロール

に取り入れられており，個人企業および個

人顧客についても格付システムを開発する

予定である。これらは新BIS規制の信用リ

スク計測における内部格付にも対応するも

のである。

統一的なリスク管理はもう１つある。そ

れはBVRが監督する預金保全機構が，経営

の危険度に応じて会員銀行の等級付けを行

い，それに応じて預金保全機構の支払保証

基金の分担金に格差を付け，それとともに

危険度に応じた破綻未然防止のための措置

を取っていることである。

BVRでは，03年から会員銀行の等級付

けを実施している。全会員銀行（外部格付

取得銀行を除く）を資産，収益，リスクに

関連する８指標によってＡ＋，Ａ，Ａ－，Ｂ＋，

Ｂ，Ｂ－，Ｃ，Ｄの８段階に等級付けする。

「Ａ－，Ｂ＋，Ｂ」に分類された銀行は年間会

費を100％支払うが，Ａ＋の分類の銀行は

90％，Ｄ分類の銀行は年間会費の140％を支

払うというように格差がつけられている。

また，等級付けにより危険度が高い銀行

については，さらに信用リスク等の状況に

ついての詳細な調査を行ったうえで，破た

んを未然に予防するための措置がとられる。
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d 預金保全機構の維持

預金保全機構をラボバンク・グループの

クロスギャランティ・システムと比較した

ときに，重要な違いは破たんを防ぐための

会員への支援について，法的制度の裏付け

があるか，制度として明確化されているか，

支援に限度があるかという点である。

預金保全機構の場合，銀行の再建につい

ては再建委員会での検討を踏まえBVRが決

定することになっており，会員銀行が再建

される保証は明文化されていない。また分

担金の上限は明記されている。支援につい

ての法的制度の裏付けはない。

一方，ラボバンクの場合には，会員銀行

が相互に保証することが法的制度の裏付け

をもち，
（注６）

かつラボバンク相互保険会社の定

款においても分担金の上限は自己資本であ

り，実質的に可能な限りの責任をグループ

が負うことになっている。

このようにクロスギャランティ・システ

ムに比べ預金保全機構による経営悪化銀行

への支援は，制度としては限定されたもの

といえよう。

しかしながら，BVRでは格付取得にあ

たっては，以下を前提とした。
（注７）

①クロスギャランティ・システムは導入

しない。

②預金保全機構の分担金の上限をはずさ

ない。

③預金保全機構の債務履行義務を拡大し

ない。

④協同組合銀行の自律性を空洞化させな

い。



⑤協同組合銀行の事業の主体性を制限し

ない。

⑥協同組合銀行にVRコントロールの利

用を強制しない。

すなわち，預金保全機構における制度的

な限定を変更しなかったのである。

この背景には各協同組合銀行の主体性を

維持するというグループとしての方針があ

る。

また，グループ格付の取得については，

04年の夏にBVRの役員会で取得する方針を

決定したのち，会員銀行にそれを通知し，

それとともにBVRは地方中央会（主に会員

の監査を行っており監査連合会ともいう。地

域の支払保証基金，保証共同体の保証総量を

信託的に管理）においてグループ格付につ

いての協同組合銀行に対する説明会を実施

した。前述のとおり，グループ格付取得は

協同組合銀行の競争力強化を目的としたも

のであるが，一方で説明会において多くの

協同組合銀行から，格付会社によって協同

組合銀行がコントロールされ主体性が損な

われる可能性について懸念する声もでてき

た。例えば，グループ格付取得のために預

金保全機構への分担金を引き上げる予定は

なかったが，グループ格付取得以降に，格

付会社から格付維持や格付引上げのために

は分担金引上げが必要であるといわれた場

合に，それに応えざるを得なくなるのでは

ないかという不安である。このような声に

もBVRは応える必要があった。

（注４）BVR（2005）による。
（注５）（注４）に同じ。
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（注６）金融システム監督法第12条で，中央機関を
もつ金融機関が独立したライセンスを必要とし
ない条件の１つとして，「中央機関および個別金
融機関が相互に保証する」こととされている。

（注７）2005年10月のBVRヒヤリングによる。

前述のとおり，フィッチ・レーティング

スによりグループ格付が行われたのは，格

付会社が信用リスクの面からグループを一

体とみなすことができると評価した結果で

ある。

すなわち，連結決算の実施，統一戦略の

作成と実行，統一的なリスク管理の実施に

加え，預金保全機構についても，制度的に

は破たんを防ぐための会員の支援に対する

限定があるものの，30年代の相互援助制度

発足以来，未だ債権者に損失を被らせたこ

とがないというシステムの歴史的な信頼性

が評価されたのである。

ラボバンク・グループ，クレディアグリ

コル・グループに比べると，ドイツの協同

組合銀行グループはなお分権的といえる

が，統一戦略「諸力の結集――共通戦略」

の決定（01年），統一的なリスク管理シス

テムであるVRコントロールの導入（03年），

危険度別の分担金導入（03年）などの預金

保全機構改革，連結決算の作成・公表（04

年）など，最近数年間でグループは統合化

を進めてきた。グループ格付の取得もその

むすび

２　格付会社の評価
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は各協同組合銀行が地元のニーズに柔軟に

対応することに基づくものと認識されてい

る。

このため，グループ格付取得に際しても，

クロスギャランティ・システムは採用しな

いなど協同組合銀行の主体性の維持が重視

された。

単位組合の主体性を保持しつつ，外部環

境の変化に対応してグループの一体性を強

化している同グループの取組みは，日本の

系統組織金融機関の今後を考える上でも示

唆に富むものといえよう。
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過程の一つと考えることができるだろう。

この背景には，EU統合などにより欧州

において金融機関間の競争が激化している

ことがあり，これに対して単位組合の段階

では小規模な協同組合銀行がグループとし

ての一体性を強めることによって，競争力

を維持・強化するという戦略がとられてき

た。

直近では，さらに一体性強化を促す環境

の変化もみられる。前述のとおり，Ｓグル

ープにみられるように連結，クロスギャラ

ンティ・システムの導入，グループ格付の

取得など，地域の州立銀行・貯蓄金庫はグ

ループとしての一体化を進めているが，こ

れは05年７月の州立銀行，貯蓄金庫に対す

る政府保証廃止に対応する動きである。ま

た，自己資本比率規制に関する新しいEU

指令が05年9月28日にEU議会で，10月12日

にEU閣僚理事会で承認された。これによ

れば，破たんを避けるための流動性と支払

能力を保証する協定や連結決算など一定の

条件を満たすことによって，自己資本比率

計算上，同一グループ間の貸出のリスクウ

ェイトを０％とすることが認められる。

一方，ドイツの協同組合銀行グループで

は，自分たちの強みは，組合員，顧客との

地域における密接な結びつきにあり，それ


